
納期限 口座利用の方

（振替日） （再振替日）

国民健康保険税１期 保育料　　４月分 平成２２年 平成２２年

介護保険料１期 学校給食費４月分 ４月３０日（金） ５月１４日（金）

後期高齢者医療保険料１期

固定資産税１期 保育料　　５月分 平成２２年 平成２２年

軽自動車税全期 学校給食費５月分 ５月３１日（月） ６月１５日（火）

水道料金・下水道使用料１期

村県民税１期 介護保険料２期 保育料　　６月分 平成２２年 平成２２年

後期高齢者医療保険料２期 学校給食費６月分 ６月３０日（水） ７月１５日（木）

国民健康保険税２期 保育料　　７月分 平成２２年 平成２２年

学校給食費７月分 ８月　２日（月） ８月１３日（金）

水道料金・下水道使用料２期

固定資産税２期 国民健康保険税３期 保育料　　８月分 平成２２年 平成２２年

村県民税２期 介護保険料３期 学校給食費８月分 ８月３１日（火） ９月１５日（水）

後期高齢者医療保険料３期

国民健康保険税４期 保育料　　９月分 平成２２年 平成２２年

学校給食費９月分 ９月３０日（木） 10月１５日（金）

水道料金・下水道使用料３期

村県民税３期 国民健康保険税５期 保育料　　10月分 平成２２年 平成２２年

介護保険料４期 学校給食費10月分 11月　１日（月） 11月１５日（月）

後期高齢者医療保険料４期

国民健康保険税６期 保育料　　11月分 平成２２年 平成２２年

学校給食費11月分 11月３０日（火） 12月１５日（水）

水道料金・下水道使用料４期

固定資産税３期 国民健康保険税７期 保育料　　12月分 平成２２年 平成２３年

介護保険料５期 学校給食費12月分 12月２７日（月） １月１４日（金）

後期高齢者医療保険料５期

村県民税４期 国民健康保険税８期 保育料　　１月分 平成２３年 平成２３年

学校給食費１月分 １月３１日（月） ２月１５日（火）

水道料金・下水道使用料５期

固定資産税４期 国民健康保険税９期 保育料　　２月分 平成２３年 平成２３年

介護保険料６期 学校給食費２月分 ２月２８日（月） ３月１５日（火）

後期高齢者医療保険料６期

国民健康保険税10期 保育料　　３月分 平成２３年 平成２３年

学校給食費３月分 ３月３１日（木） ４月１５日（金）

水道料金・下水道使用料６期

＊振替日が各税等の納期限になっています。また再振替については、現在のところ村県民税・固定資産税

　軽自動車税・国民健康保険税のみ実施しています。

＊村県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収者については、年金の支払月

　となります。

＊平成２２年度より水道料金と下水道使用料の納付が統一されました。
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